
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁淀川町フ ァ ミ リーサポー トセンター 
（ 住 所 ） 高 知 県 吾 川 郡 仁 淀 川 町 大 崎 490 番 地 3 

（ 時 間 ） 8 ： 30 ～ 17 ： 15        Ｔ Ｅ Ｌ  0889-20-9590  

（ 開 所 ） 月 ～ 金             Ｆ Ａ Ｘ  0889-20-9591  

（ 定 休 日 ） 土 、 日 、 祝 日      メール   info@niyodogawa-fsc.town  

 

センター 閉 所 時 間 緊 急 連 絡 先  

  080-2988-3655 

(R3.6月 発 行 )  

 

 

 

 

相互援助  

病児 ・ 病後児預かり 

の手引き 
 

病中または病気の回復期にあるお子さまを 、 お仕事等の都合のために家庭で保育で 

きない保護者に代わり 、 仁淀川町フ ァ ミ リーサポー トセンターに登録された援助会員 

が仁淀川町 、 協力医療機関と連携をはかりながら 、 一時的に支援を行う事業です 。  
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利用にあた っ ての注意事項 
 

①子どもの預かりを安全に行うために 、 センターの会則 ・ 運用細則等を遵守して ください 。  

②病児 ・ 病後児のお預かりの場合は 、 医療機関の事前の受診が必要となり ます 。  

医師の『診断結果報告書』の提出が必要となり ます 。  

③サポー ト中に子どもの病状が悪化した場合は 、 サポー ト途中であっても保護者の方に連絡を  

させていただきます 。 必ず 、 連絡が取れるよ うにしておいて ください 。  

病状によっては 、 早急にお迎えと受診をお願いするこ とがあり ます 。  

④感染等を防ぐため 、 原則と して公共施設等でお預かりするこ とはできません 。  

預かり場所は 、 援助会員宅 、 依頼会員宅になり ます 。  

⑤預かりが可能な人数は 、 援助会員 1人に対して 、 1人の子どもまでです 。  

⑥台風や災害時には 、 預かりができない場合があり ます 。  

 

 

援助会員について  
 

援助会員は 、 保育 、 看護 、 救命救急等の講習を受講された 、 子ども好きな有償ボランテ ィ  

アです 。 資格をお持ちの方もおり ますが 、 ほとんどの方は一般のご家庭の方です 。 専門家で 

はあり ませんので 、 吸入器等 、 特別な処置を要する援助についてはご相談ください 。  

 

 

■子ど も を預け る際にご用意いただ く もの  
預かりに必要なものは原則 、 依頼会員にご用意いただきます 。  

飲み物等 、 援助会員の同意が得られる場合は 、 実費でのお支払いが可能です 。  

   ①診断結果報告書 、 病児 ・ 病後児連絡票 ・ 投薬依頼書 、 お薬手帳 

②薬（医師から処方された薬を 、 援助活動中に飲む分だけを 1回分ずつ小分けにして用意）  

※市販薬は不可 

③体温計 、 着替え 、 紙おむつ 、 汚れものを入れる袋（ スーパー袋等）  

④食事 、 おやつ 、 飲み物（発熱時の水分補給用は多めに 、 数種類）  

⑤おく るみ等の羽織るもの 、 バスタオル 、 ウエッ ト テ ィ ッシュ 、 テ ィ ッシュ 、 保冷剤 
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■病児・病後児預か り の留意点 

 感 染 症 予 防   

●手洗い      病児 ・ 病後児の預かり前 、 預かり後には必ず手洗いを実施して ください 。  

          人が病気にかかる多くの原因は 、 手に付着した病原微生物（細菌 ・ ウイ  

          ルス等）が物品に付着し 、 そこからまた手を介して鼻や口 、 目から体内 

          に入るこ とです 。 多くの病原微生物は 、 電車のつり革 ・ 手すり ・ エレベ 

          ーターボタン ・ ドア ノブを介して手から手へと拡がり 、 それが感染拡大 

          のき っかけとなり ます 。 つま り 、 手は見た目に汚れていな く ても病原微 

          生物が付着している可能性があるため 、 石けんと流水を用いてきれいに 

          洗い流す習慣をつけるこ とが 、 感染対策の基本であり 、 最も重要な手段 

          といえます 。  

 

●うがい      病児 ・ 病後児の預かり前 、 預かり後には必ずうがいを実施して ください 。  

          うがいは 、 繊毛運動のよ うなのど本来が持つ防御機能を高めると ともに 、  

          物理的な洗浄効果や 、 さらにうがい薬を使えば殺菌効果によって口腔や 

          のどを清潔にします 。 その結果 、 のどの粘膜の機能が回復して活性化さ  

          れ 、 『口腔』 を介する感染の予防や口臭の抑制が期待できます 。  

          風邪のウイルスは 、 鼻やのど 、 気管の繊毛細胞に感染し 、 そこで増殖し  

          ながら 、 細胞を破壊して外へ飛び出し 、 近くの細胞にまた感染します 。  

          破壊された繊毛細胞は 、 繊毛が抜け落ちます 。 このため 、 繊毛による防 

          御機能はさらに低下し 、 空気と一緒に吸い込まれた毒素の強い細菌を外 

          へ追い出す力も弱まってしまい 、 二次感染に繋がり易くなり ます 。  

 

 ●嘔吐物      無防備な状態での吐瀉物処理は危険です ！ ！  

（吐いたもの ）  

      ①『ひねって含浸ハクゾウジアパッ ク 』の封を切らずにひねって 、  

       中の次亜塩素酸ナ ト リ ウム （液体） を同梱されている水解性パル 

プ （不織布） に染みこませます 。  

 

②封を切り ます 。   ③吐瀉物 。      ④水解性パルプを   ⑤吐瀉物を覆い 

取り出します 。    ます 。  

 

 

 

 

⑥吐瀉物を集め    ⑦ビニール袋に    ⑧口をし っかり    ⑨袋を 2重にしグ 

ます 。        入れます 。      縛り ます 。      ローブを廃棄 。  
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■ 仁 淀 川 町 ファミリ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 会 則 運 用 細 則  

 仁淀川町フ ァ ミ リ ーサポー ト セン ター会則 （ 以下 「会則 」 とい う 。） 第 １ ４ 条 、 第 １ ５条に関連 

し 、 次の通り運用細則を定める 。  

（ 対象者 ）  

第 １条  仁淀川町フ ァ ミ リ ーサポー ト セン ター （ 以下 「 セン ター 」 とい う 。） の会員である こ と を  

条件とする 。  

（ 目的 ）  

第 ２条  セン ターは 、 会則第 ３条に規定する病児および病後児 （以下 「病児 ・ 病後児 」 とい う 。）  

の預かり を希望する者 （ 以下 「依頼会員 」 とい う 。） と病児 ・ 病後児の預かり等の援助を行いた  

い者 （ 以下 「援助会員 」 とい う 。） を組織化し 、 会員同士が相互援助活動を行う こ とによ り 、 依 

頼会員が仕事と育児を両立できる環境を整備する と と もに 、 地域の子育て支援を行い 、 も っ て労 

働者の福祉の増進及び児童福祉の向上を図る こ と を目的と する 。  

（ 援助活動の内容 ）  

第 ３条  会員間で行う相互援助活動は 、 依頼会員と援助会員の準委任契約に基づ く ものであり 、 会 

 員間の合意のも と下記に掲げる活動を実施する 。  

２  病児 ・ 病後児の預かり （ ただし 、 医療機関による入院治療の必要がな く 、 受診後預かりが可能 

と判断された子ども 、 又は軽度なケガ等の子どもに限る 。）  

（ 援助活動の実施方法 ）  

第 ４条  病児 ・ 病後児の預かりについては 、 原則と し て 、 事前に医師の診察を受け 、 医師からのフ  

ァ ミ リ ーサポー ト利用の許可を得た後 、 診断結果報告書 （ 様式第 １ ７号 ）、 病児 ・ 病後児連絡票 

・ 投薬依頼書 （様式第 １ ８号 ） を援助会員に提出しなければならない 。  

２  医師からの診断結果報告書は 、 援助活動開始日の直近のものに限る 。  

３  病児 ・ 病後児の投薬に関しては 、 医療機関が処方する薬に限る 。  

４  薬に関しては 、 １回分の薬を小分けにし 、 病児 ・ 病後児連絡票 ・ 投薬依頼書と と もに依頼会員 

 が直接 、 援助会員に手渡しする ものと する 。  

５  病児 ・ 病後児の援助活動が決定した際は 、 事前にセン ターへの連絡をする ものと する 。  

６  病児 ・ 病後児の援助活動中に子どもの体調の急変 、 悪化等が見られた場合は 、 直ちに援助会員 

は依頼会員に連絡し 、 指示を仰ぐ と と もに 、 セン ターと協議を し 、 対応にあたる ものと する 。 な  

 お 、 依頼会員は子どもの体調の急変 、 悪化等に備え 、 連絡手段を確保し 、 状況によ り子どもを引 

き取る ものと する 。  

（ 援助活動の場所 ）  

第 ５条  病児 ・ 病後児の預かり場所に関しては 、 援助会員宅又は依頼会員宅と し 、 公共施設等での  

預かりは原則禁止とする 。 ただし 、 セン ター又はセン ターが借り上げた場所を利用する場合は 、  

会員同士の合意を必要とする 。  

（ 禁止事項 ）  

第 ６条  次の活動は原則と して禁止する 。  

 （ １ ） 市販薬の投与依頼 。  

 （ ２ ） 医療器具等の操作依頼 。  

 （ ３ ） 受診代行 。  

 （ ４ ） セン ターが相互援助活動の履行が困難と判断した事項 。  

附則 

 この細則は 、 令和 ３年 ４月 １日から施行する 。  
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  ■報酬の基準 
 

 

 

 

 

計算方法や交通費等の取り扱いは通常の預かり と同様の取り扱いです 。  

 

 

■病児・病後児の受け入れ基準 
利用するにあたっ て 、 も っ と も大切なこ とは依頼会員からのお子さ まの病状 ・ 既往歴等の 

詳しい情報提供です 。 お子さ まを安全にお預かり するために 、 また援助会員との信頼関係を  

大切にするためにもご協力をお願いいたし ます 。  

セン ターでは依頼会員からの情報と下記の基準をも とに受け入れの判断をしていき ます 。  

預かりの間は援助会員とセン ターが連絡を取り合い 、 状況によ っ ては依頼会員にも相談しな  

がら 、 子どもの安全を確保していき ます 。  

 

 ■ 利 用 の 条 件  

 ・ “ かかりつけ医 ” を受診済みで医師の許可がある こ と 。  

 ・ 看護方法が確定してお り 、 自宅療養が可能なこ と 。  

 ・ 兄弟姉妹や学校 、 保育園等 、 預かる子どもの周辺で感染症情報等がないこ と 。  

 ・ 援助活動中は 、 必ず双方の会員共に連絡が取れる こ と 。  

 ・ 子どもの状態が悪化した場合は 、 速やかなお迎え 、 帰宅が可能なこ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■受け入れ要相談な場合 

     ・ 喘息等の慢性的な疾患 

        ※状態によ っ ては事前の医師の許可があっ てもお預かりできない場合があり ます 。  
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熱 38.5度以上

咳 ひどく息苦しそう

鼻水 ミルク、水分がとれない

食欲 食事がとれない

嘔吐 吐き気、嘔吐、脱水症状がある

便 水様便、脱水症状がある

感染症 感染性胃腸炎（ノロ、ロタウイルス等）、はしか、おたふく、新型コロナウイルス感染症等の時

ケガ・火傷 消毒や薬の塗布等、患部への処置が必要な場合

受け入れ不可の目安

７時～１９時 病児・病後児の場合　７００円

年末年始

（１２／２９～１／３）
病児・病後児の場合　８００円

１時間あたり

の利用料金



 

■病児・病後児預か り の流れ 
 

①          依頼会員が事前にかかりつけ医を受診し 、  

           フ ァ ミサポの利用が可能か否かの判断 

 

 

 

 

②                                    感染する恐れ 

       診断結果報告書にＯ Ｋの                   があります 。  

          サインを貰って ください 。                フ ァ ミ リーサポー トの 

                                     利用はできません 。  

 

 

 

③       センターへの援助の依頼 

 

          ※ペアになっている会員同士 

           援助活動が決まったら 、  

           必ず 、 センターへ事前連絡         再度受診して医師の許可が出た 

           をお願いします 。             場合 、 利用が可能となり ます 。  

                               例） インフルエンザ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ■援助会員に渡すもの 

          『診断結果報告書』  

          『病児 ・ 病後児連絡票 ・ 投薬依頼書』  

          『 １回分に小分けした薬』  

           ※医師から投薬の指示があった場合 

 

 

 

   ④ 

           援助開始  
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援助中の病状悪化 
                 ①依頼会員に連絡 ・ 処置について確認 

   急に症状 ・ 状態が悪化した    迎えに来てもら う  

 

                保護者の連絡先 

                ☎ ：  

 

②センターに連絡 

 

                セン ターの連絡先 

☎  ： 080-2988-3655 （ ア ド バイザー ）  

                ☎ ： 0889-20-9590  

 

         ※依頼会員がすぐに迎えに来られない 、 連絡が取れない場合等 

                             Ⅱ  『依頼会員情報』の『かかりつけ医』  

                               や協力医療機関へ連絡し 、 ご相談くだ 

    Ⅰ  緊急性がある場合は 『 119 』             さい 。  

                               ※フ ァ ミ リーサポー トの預かりである  

                                こ ともお伝え ください 。  

                       ■協力医療機関 ：  

                        く ぼたこども ク リニッ ク  

                        【住所】高岡郡佐川町甲 1050番地5  

                        【 TEL 】 ０ ８ ８ ９－２ ２－０ ６ ６ ６  

                        日 高 クリニック  

         ※かかりつけ医が休診 、     【住所】日高村本郷滝ノ前 7番地 

          夜間 ・ 休日の病気       【 TEL 】 ０ ８ ８ ９－２ ４－７ ７ ８ ５  

 

                        ※学会参加や夜間等 、 出られない場合があり ます 。  

 

    Ⅲ  夜間 ・ 休日等 、 『かかりつけ医』 と連絡がつかない場合は 、 まずは 『 ＃ 8000 』へ連絡し 、  

ご相談ください 。 また 、 診療が必要と思われる場合は 『高知県救急医療情報センター 』へ 

連絡して小児科医のいる当番病院など受診可能な医療機関の紹介を受けて ください 。  

※フ ァ ミ リーサポー トの預かりであるこ ともお伝え ください 。  

     小児救急電話相談←ベテ ラ ン看護師に よ る電話相談を実施し てい ま す 。  

     【 TEL 】＃８ ０ ０ ０  又は  ０ ８ ８－８ ７ ３－３ ０ ９ ０  

     ※午後 8時から翌日午前 1時まで 、 365日対応可 。  

     高知県救急医療情報センター←電話で救急対応可能な医療機関を紹介いた し ま す 。  

     【 TEL 】 ０ ８ ８－８ ２ ５－１ ２ ９ ９  

     ※ 24 時間365日対応可 。  
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